
令和７年３月 14日 

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 

  

 

「業務委託料金請求書」について 

 

当協会では、業務実施契約書、業務実施覚え書き（容器包装リサイクル法）および委託契約書（プ

ラスチック資源循環促進法関係）に基づき、四半期ごとに「業務委託料金請求書」（以下「請求書」

という。）をお送りします。 

請求書は、業務委託料金請求書（１枚目）、分別基準適合物の業務完了報告書兼請求内訳書（別

紙１）、分別収集物の業務完了報告書兼請求内訳書（別紙２）で構成されています。 

例年通り、請求書送付先（四角の窓枠）の下に記載している請求書の宛名は３つのパターンから

選択できるようになっておりますので、必要に応じてご活用ください。具体的な選択方法につき

ましては、資料７の「再商品化業務に係るオンライン操作マニュアル」（資料 7-18～7-21ページ）

をご参照ください。 

 また、令和７年度の請求書については、下記をご確認ください。 

 

記 

 

1. お振込の際は、契約者（市町村、組合）名でお振込ください 

振込人名、振込金額の照合によってご入金の確認をさせていただきますので、振込人名に契

約者名をご記載ください。 

振込用紙が手続き上必要な場合は個別に送付いたしますので、別途ご連絡ください。 

 

2. REINSにて請求書をダウンロードいただくことができます 

当協会のシステム REINS・請求情報照会メニューから、請求書（PDF）をダウンロードいただ

くことが可能となりました。ダウンロードが可能な請求書は、ログイン時の直近発行の請求書

のみです。 

なお、紙の請求書の郵送も行います。 

 

3. 支払通知書送付の停止をお願いします 

当協会への支払いにあたって、現在一部の市（区）町村・一部事務組合より支払通知書をお

送りいただく場合がございます。当協会には不要な書面ですので、今後は送付を停止していた

だくようお願い申しあげます。 

 

 

 

 

 

 

＜本件連絡先＞ 

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 経理課 

TEL：03-5532-8574 FAX：03-5532-9698 

資料５ 

資料 5-1 



請求書サンプル 

 

容リのみ実施の市町村は 

「請求書+別紙１」 

 

容リ、製品プラ実施の市町村は 

「請求書+別紙１+別紙２」 

 

請求書内の文言は変更が生じる可能性が

あります 

資料 5-2 

この部分を３パターンから選択が可能 

①市町村（組合）名 

②市町村（組合）名 + 契約責任者名（役職・氏名） 

③市町村（組合）長 

市町村委託単価の計算方法 

 

          

         ＋ 

 

製品プラ等の再

商品化事業者落

札単価 

製品プラ等の

協会経費単価 


